
 
 
 
土砂災害防止法、土砂災害防止対策基本指針における該当項目 抜粋 
 

■土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（土砂災害防止法） 

平成十二年五月八日法律第五十七号 

   改正:平成二九年五月一九日法律第三一号 

 

（警戒避難体制の整備等） 

第八条 市町村防災会議（災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）第十六条第一項の市

町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあっては、当該市町村の長とする。次項にお

いて同じ。）は、前条第一項の規定による警戒区域の指定があったときは、市町村地域防災計画

（同法第四十二条第一項の市町村地域防災計画をいう。以下同じ。）において、当該警戒区域ご

とに、次に掲げる事項について定めるものとする。 

    

    三 災害対策基本法第四十八条第一項の防災訓練として市町村長が行う土砂災害に係る避難

訓練の実施に関する事項 

 

 

■土砂災害防止対策基本指針 

    制定：平成13年 7月9日国土交通省告示第1119号 

変更：平成29年 8月10日国土交通省告示第752号 

 

四 法第九条第一項の土砂災害特別警戒区域内の建築物の移転その他法に基づき行われる土砂災害の 

防止のための対策に関し指針となるべき事項 

１ 法第八条第一項及び第二項の市町村地域防災計画に関する事項市町村防災会議等は、市町村地 

域防災計画に、土砂災害警戒区域ごとに、土砂災害を防止するために必要な警戒避難体制に関す 

る事項について定めることとなるが、その際、指針となるべき事項は⑴～⑷のとおりである。 

 

（３）土砂災害に係る避難訓練の実施 

土砂災害に係る避難訓練については、毎年一回以上実施することを基本とする。市町村は、 

関係行政機関と連携し、情報伝達、避難誘導、避難所開設等を行う実践的な避難訓練を実施す

ることにより、地域全体の警戒避難体制の充実を図るものとする。 

また、土砂災害警戒区域の住民等は、ハザードマップ等を活用するとともに、土石流が流れ

てくると予想される区域や危険な急傾斜地から離れる方向に速やかに避難するなど、当該警戒

区域の実情に応じた避難訓練を実施することが重要であり、市町村は、こうした避難訓練が住

民等が主体となって実施されるよう促すとともに、支援するものとする。 
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